
様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 上三川町保護者連絡システム「すぐーる」利用者ファイル 

行政機関等の名称 上三川町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育総務課 

個人情報ファイルの利用目的 教育委員会及び学校からの連絡配信等に利用するため 

記録項目 
児童生徒の氏名、学校名、学年、学級、出席番号 

保護者の氏名 

記録範囲 上三川町立小中学校に在籍する児童生徒 

記録情報の収集方法 校内で作成された児童生徒の名簿情報を参照 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 民間事業者 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）上三川町 総務課 

（所在地）〒329-0696 

栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 

備   考 

－ 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 タブレット端末・児童生徒用アカウント管理簿 

行政機関等の名称 上三川町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育総務課 上三川町立小中学校 

個人情報ファイルの利用目的 
学習に使用するために町から貸与している児童生徒用タブレッ

ト端末および各種学習用アカウントを管理するため。 

記録項目 児童生徒の氏名、学校名、学年、学級、出席番号 

記録範囲 上三川町立小中学校に在籍する児童生徒 

記録情報の収集方法 校内で作成された児童生徒の名簿情報を参照 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）上三川町 総務課 

（所在地）〒329-0696 

栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 

備   考 

－ 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 児童生徒の学籍事務 

行政機関等の名称 上三川町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育委員会 

個人情報ファイルの利用目的 就学状況の把握を行う 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、 

５ 学業・学歴、６ 職業・職歴、７ 家族状況 

８ 親族・続柄、９ 婚姻、１０ 居住状況 

記録範囲 就学児童・生徒、保護者 

記録情報の収集方法 本人、他の官公庁 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
□含む    ☑含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）上三川町 総務課 

（所在地）〒329-0696 

栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 

備   考 
－ 


